
 令和 6年度 処遇改善加算に係る賃金等の処遇改善について 

社会福祉法人当麻柏陽会 

 

○ 加算算定事業所 

特別養護老人ホーム当麻柏陽園 

短期入所生活介護当麻柏陽園 

地域密着型特別養護老人ホーム当麻柏陽園 

短期入所生活介護（ユニット型）当麻柏陽園 

当麻柏陽園第 1デイサービスセンター 

当麻柏陽園第 2デイサービスセンター 

訪問介護事業所当麻柏陽園 

  （予防、総合事業含む） 

 

○ 加算算定期間 

令和 6年 4月～令和 7年 3月（処遇改善支援補助金：令和 6年 2月～5月） 

 

○ 賃金改善期間 

令和 6年 6月～令和 7年 5月（処遇改善支援補助金：令和 6年 4月～5月） 

 

○ 賃金改善の内容について 

① 基本給の改善（4月）※ 

② 一時金の支給（3月）※ 

常勤介護員に対して 1ヶ月分、再雇用者は 0.5ヶ月分、パートは 1万円を 3月に賞与と

して支給する。 

  ③ 処遇改善手当の支給（夜勤パートのみ）※ 

  夜勤パート職員に対して、夜勤 1回につき 3,000円を処遇改善手当として支給する。 

  ④ 特定処遇改善手当の支給 ※ 

     以下の金額を特定処遇改善手当として各月支給する。 

経験・技能のある介護職員 

・夜勤を月 2回以上行う職員に対し、月額 32,000円を支給。 

・それ以外の職員は、月額 15,000円を支給。  

   

その他の介護職員（経験・技能のある介護職員以外の介護職員） 

・夜勤を月 2回以上行う職員に対し、月額 20,000円を支給。 

・それ以外の正職員介護員は、月額 5,000円を支給。 

・再雇用介護員及び特養パート職介職員のうち、介護福祉士を有し勤続 10年の職

員に月額 5,000円、それ以外の職員に月額 2,500円を支給。 



 

      ※ケアハウス介護職員は対象外 

⑤ 処遇改善支援手当の支給 

     以下の金額を処遇改善支援手当として各月支給する。 

正職員 再雇用 パート 

介護員 そ の 他 の 職 種 介護員 そ の 他 の 職 種 

1,000 円 
夜 勤 2 回 以 上 その他 

3,000 円 

夜 勤 2 回 以 上 その他 

1,500 円 
11,000 円 6,000 円 11,000 円 3,000 円 

      ※ケアハウス介護員は『その他の職種』の金額を支給 

      ※ケアハウス職員分は軽費老人ホーム低所得者利用料減免補助事業における処遇改善

を原資とする。居宅職員分は全額事業所負担。 

  ⑥ ベースアップの実施（令和 6年 4月実施） 

     正職員及び再雇用職員で 3,300円、パート職員で時給 20円のベースアップを行う。 

     令和 6年 4月入社以降の新規職員については、初任給の改善を行う。   

 

  ※・・介護職員のみ対象（その他の職員の改善分については、全額事業所負担） 

  ①②③・・旧処遇改善加算分の賃金改善 

  ④・・・・旧特定処遇改善加算分の賃金改善 

  ⑤・・・・旧ベースアップ支援加算分の賃金改善 

  ⑥・・・・新しい処遇改善支援補助金・処遇改善加算の増分の賃金改善 

 

   

 

 

 

 

 

 

「経験・技能のある介護職員」の基準 

① 正職員で介護福祉士資格を有し、法人内の他職種での経験を含む勤続 10

年以上の介護職員。 

② 主任介護員又は副主任介護員又はリーダー・ユニットリーダー（介護福

祉士資格保有） 

③ 夜勤を月 2回以上行う再雇用介護職員で、介護福祉士の資格を有し、多

職種での経験を含む勤続 10年以上の介護職員。 

（勤続 10年の判定は、基準日を 4月 1日及び 10月 1日とし、各時点で対象

となるか判断） 

 



【賃金改善以外の処遇改善の実績（職場環境等要件）】 

  

区分 具体的内容 

入職促進に向けた

取り組み 

④当麻町や近隣市町村の中高生の職場体験の受入れを毎年実施 

資質の向上やキャ

リアアップに向け

た支援 

⑧年 1回管理職（施設長・事務局長等）とのキャリア面談を実施 

両立支援・多様な

働き方の推進 

⑫メンタルヘルス等に係る外部の相談窓口を職員周知（令和 3年 4月） 

腰痛を含む心身の

健康管理 

⑭短時間勤務労働者も含む全職員に健康診断及びストレスチェックを毎年

実施。職員休憩室の整備（平成 31年 4月） 

生産性向上のため

の取組 

⑰センサーマット、ベッド内蔵離床センター等の見守り機器を導入 

やりがい・働きが

いの醸成 

㉑勤務環境やケア内容の改善のための部署内ミーティングの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


